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新市建設計画（案）まとまる
合併後のまちづくりの指針となる新市建設計画（案）がまとまり、
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第
１４
回
協
議
会

●
５
月
２７
日
、
と
や
ま
自
遊
館
で
開
催

●
出
席
委
員＝

４９
人

●
傍
聴＝

報
道
関
係
１０
社（
１０
人
）

一
般（
１７
人
）

●
議

案
（
正
式
協
議
）

�
平
成
１５
年
度
富
山
地
域
合
併
協
議
会
事
業
報
告
及
び
歳
入

歳
出
決
算
に
つ
い
て⇒

碓
井
監
事
よ
り
、
平
成
１５
年
度
会

計
決
算
に
つ
い
て
、
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
旨
の
監
査

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

�
平
成
１６
年
度
富
山
地
域
合
併
協
議
会
補
正
予
算（
第
１
号
）

に
つ
い
て⇒

前
年
度
繰
越
額
を
「
新
市
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な

移
行
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
の
不
安
解
消
」
に
向
け
た
積

極
的
な
情
報
提
供
事
業
等
に
充
当
す
る
旨
の
補
正
予
算
が

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

�
協
定
項
目
５
「
財
産
（
債
務
を
含
む
）
及
び
公
の
施
設
の

取
扱
い
」
に
つ
い
て

＊
地
方
債
や
基
金
な
ど
の
関
連
事
項
の
精
査
を
求
め
る
意
見

等
が
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
継
続
審
議
と
な
り
ま
し
た
。

�
協
定
項
目
６
「
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱

い
」
に
つ
い
て

２
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
定
数⇒

４６
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
市
設
置
後
最
初
に

行
わ
れ
る
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
議
会
の
議
員
の
任

期
に
相
当
す
る
期
間（
４
年
間
）に
限
り
、
４８
人
と
す
る
。

②
選
挙
区⇒

新
市
の
設
置
後
最
初
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
つ

き
、
５
つ
の
選
挙
区
を
設
け
る
。
選
挙
区
の
区
域
と
各

選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
定
数
は
、
富
山
市
の
区

域
を
３４
人
、
大
沢
野
町
及
び
大
山
町
の
区
域
を
５
人
、

八
尾
町
及
び
婦
中
町
の
区
域
を
７
人
、
山
田
村
の
区
域

を
１
人
、
細
入
村
の
区
域
を
１
人
と
す
る
。
な
お
、
次

回
一
般
選
挙
で
は
選
挙
区
を
廃
止
し
、
新
市
を
１
つ
の

区
域
と
し
て
選
挙
す
る
。

�
協
定
項
目
７
「
特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
」
に
つ

い
て

２
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
特
別
職
の
職
員

の
設
置
、
人
数
、

任
用⇒

法
令
の

定
め
る
と
こ
ろ

に
従
い
調
整
す

る
。

②
特
別
職
の
職
員

の
給
料
、
報
酬

⇒

合
併
時
ま
で

に
調
整
す
る
。

な
お
、
調
整
に

あ
た
っ
て
は
、

別
途
審
議
会
等
を
設
置
す
る
。

�
協
定
項
目
８
「
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
」
に
つ

い
て

３
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
７
市
町
村
の
一
般
職
の
職
員⇒

す
べ
て
新
市
の
職
員
と

し
て
引
き
継
ぐ
。
な
お
、
職
員
数
は
、
新
市
に
お
い
て

定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の
適
正
化
に

努
め
る
。

②
職
員
の
任
免
、
勤
務
条
件⇒

人
事
管
理
、
職
員
の
処
遇

の
適
正
化
の
観
点
か
ら
、
統
一
す
る
。

③
職
員
の
給
与⇒

職
員
の
処
遇
、
給
与
の
適
正
化
の
観
点

か
ら
、
調
整
し
統
一
を
図
る
よ
う
努
め
る
。

�
協
定
項
目
１４
「
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い
（
そ
の

４
）」に
つ
い
て

７
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
市
民
窓
口
関
係
手
数
料
（
主
な
内
容
の
抜
粋
）

・
戸
籍
謄
本
・
抄
本
、
戸
籍
記
載
事
項
証
明
等⇒

現
行
の

と
お
り
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

新
市
の
議
会
議
員
は
４８
人

合
併
の
期
日
は
４
月
１
日
に

第
１４
回
協
議
会
で
「
新
市
に
お
け
る
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て
、
「
初
回
の
設
置
選
挙
に

限
り
定
数
は
４８
人
と
し
、
市
域
に
５
つ
の
選
挙
区
を
設
け
る
中
選
挙
区
制
と
す
る
」
調
整
方
針
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
第
１５
回
協
議
会
に
お
い
て
「
新
市
の
組
織
・
機
構
、
地
域
審
議
会
、
町
・
字
名
の
取
扱
い
」
が
提
案
さ
れ
、
合

併
協
議
は
最
終
段
階
を
迎
え
て
い
ま
す
。
今
後
、
富
山
地
域
合
併
協
議
会
で
は
、
８
月
に
予
定
し
て
い
る
７
市
町
村
に

よ
る
合
併
協
定
調
印
の
た
め
の
調
整
作
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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・
住
民
票
・
戸
籍
の
附
票
の
写
し⇒

富

山
市
、
婦
中
町
の
例
に
よ
り
統
合
す

る
。

・
印
鑑
登
録
証⇒

富
山
市
の
例
に
よ
り

統
合
す
る
。

・
印
鑑
登
録
証
明
証
、
埋
火
葬
証
明⇒

富
山
市
、
婦
中
町
の
例
に
よ
り
統
合

す
る
。

②
税
関
係
手
数
料
（
主
な
内
容
の
抜

粋
）

・
所
得
証
明
・
納
税
証
明
等⇒

富
山
市
、

婦
中
町
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

・
評
価
証
明
、
公
課
証
明
等⇒

富
山
市

の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

③
保
健
所
関
係
手
数
料
（
主
な
内
容
の

抜
粋
）

・
温
泉
利
用
許
可
、
旅
館
業
許
可
等⇒

富
山
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

・
犬
の
登
録⇒

現
行
の
と
お
り
、
新
市

に
引
き
継
ぐ
。

・
犬
の
予
防
接
種⇒

富
山
市
の
例
に
よ

り
統
合
す
る
。

・
動
物
の
飼
養
又
は
収
容
の
許
可⇒

富

山
市
、
大
沢
野
町
、
大
山
町
、
婦
中

町
、
細
入
村
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

・
食
鳥
処
理
業
許
可
、
診
療
所
開
設
許

可
、
医
薬
品
販
売
業
許
可
、
飲
食
店

の
営
業
許
可
等⇒

富
山
市
の
例
に
よ

り
統
合
す
る
。

④
環
境
衛
生
関
係
手
数
料
（
主
な
内
容

の
抜
粋
）

・
し
尿
収
集
・
運
搬⇒

現
行
の
と
お
り
、

八 尾 町 （ ）内は条例定数

町長部局 ２００（ ２０７）
教育委員会事務部局 ４４（ ４７）
選挙管理委員会事務部局兼務３ ３
監査事務部局 兼務１ １
農業委員会事務部局 兼務２ ２
議会事務部局 ３（ ３）
公営企業 ５（ ７）
固定資産評価審査委員会 兼務１ １
消防 ２５（ ２６）

計 ２７７（ ２９０）

派遣職員等 ４
※平均年齢 ４１歳４月

合計：４，４２９人＋派遣職員１５１人

＝４，５８０人（４，８７１人）

大 山 町 （ ）内は条例定数

町長部局 １１８（ １２４）
教育委員会事務部局 １０（ １３）
選挙管理委員会事務部局
監査事務部局
農業委員会事務部局 １（ １）
議会事務部局 ３（ ３）
公営企業 ３（ ４）
消防 ２３（ ２３）
学校以外の教育機関 ６（ ６）
町立学校 ２１（ ３０）

計 １８５（ ２０４）

派遣職員等 ６
※平均年齢 ４１歳９月
細 入 村 （ ）内は条例定数

村長部局 ３４（ ４０）
教育委員会事務部局 ２（ ６）
選挙管理委員会事務部局兼務３ ３
監査事務部局 兼務３ ３
農業委員会事務部局 兼務２ ２
議会事務部局 兼務３ ３

計 ３６（ ４６）

派遣職員等 １
※平均年齢 ３８歳５月

大沢野町 （ ）内は条例定数

町長部局 １６１（ １６５）
教育委員会事務部局 ４５（ ４８）
選挙管理委員会事務部局兼務１ １
監査事務部局 兼務３ ３
農業委員会事務部局 兼務１ ３（ ２）
議会事務部局 ３（ ３）
公営企業 ５（ ５）
消防署 ２５（ ２５）

計 ２４１（ ２４８）

派遣職員等 ８
※平均年齢 ４２歳９月
山 田 村 （ ）内は条例定数

村長部局 ３８（ ４３）
教育委員会事務部局 ７（ ９）
選挙管理委員会事務部局兼務１ １
監査事務部局 兼務１ １
農業委員会事務部局 兼務１ １
議会事務部局 兼務１ １
公営企業 ８（ １０）

計 ５３（ ６２）

派遣職員等 １
※平均年齢 ４２歳７月

富 山 市 （ ）内は条例定数

市長部局 ２，２８０（２，５０５）
教育委員会事務部局 ４７３（ ５５６）
選挙管理委員会事務部局 ６（ ７）
監査事務部局 ７（ ８）
農業委員会事務部局 ９（ １２）
議会事務部局 ２０（ ２１）
公営企業 １８３（ ２１８）
消防 ３１９（ ３３９）

計 ３，２９７（３，６６６）

派遣職員等 １２８
※平均年齢 ４２歳８月
婦 中 町 （ ）内は条例定数

町長部局 ２３３（ ２３４）
教育委員会事務部局 ６０（ ７４）
選挙管理委員会事務部局併任１０ １０
監査事務部局 １（ １）
農業委員会事務部局 ３（ ３）
議会事務部局 ３（ ３）
公営企業 ８（ ８）
消防 ３２（ ３２）

計 ３４０（ ３５５）

派遣職員等 ３
※平均年齢 ４０歳７月

合併期日 市長選挙 市長招集による議会

市長が議会の同意を得て選任

市長が議会の同意を得て選任

市長が議会の同意を得て選任

議会において選挙

市長が議会の同意を得て選任

市長が議会の同意を得て選任

市長が議会の同意を得て選任

市長が任命

市長が７市町村の委員であった者から選任

５０日以内

市長職務執行者（７市町村長であった者のうちからその協議
で定める）

収入役職務代理者（市長職務執行者が選任）

市長職務執行者が任命

◎特例
管理者を置かない（権限は、市長職務執行者が行う）

（暫定教育委員会）
市長職務執行者が７市町村の委員であった者から選任

（暫定選挙管理委員会）
７市町村の委員であった者から互選により選任

（暫定固定資産評価審査委員会）
市長職務執行者が７市町村の委員であった者から選任

職 名

市 長

助 役

収 入 役

地方公 営 企 業
管 理 者

教育委員会委員

選 挙 管 理
委員会委員

監 査 委 員

公平委員会委員

固 定 資 産 評 価
審査委員会委員

＊「派遣職員等」の欄には、条例に規定する定数外とする職員の数を記載。
＊大沢野町＝選挙管理委員会・監査委員会・農業委員会（１人）については、町長部局の一般職員を兼任せしめることができる。
＊八尾町＝選挙管理委員会・監査委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会については、町長部局の一般職員を兼任せしめることができる。
＊山田村・細入村＝選挙管理委員会・監査委員会・農業委員会・議会については、村長部局の一般職員を兼任せしめることができる。

特別職の職員については、７市町村の法人格が消滅するため、合併の日の前日をもってその身分を失うことになります。このため、新市に
おいて新たに特別職の職員の選挙又は選任の必要があります。

■常勤の特別職の職員及び行政委員会委員等の新設合併時の取扱い

■職員定数・職員の平均年齢（平成１６年４月１日現在）

失

職

富山地域合併協議会だより
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新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
、
５
年
を
目
途
に
一
元
化

を
図
る
。し
尿
処
理
施
設
に
係
る
経
費（
処
理
手
数
料
）

は
、
当
分
の
間
、
く
み
取
り
手
数
料
に
算
入
し
な
い
。

・
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可
、
浄
化
槽
清
掃
業
者
許

可
申
請
等⇒

富
山
市
、
大
沢
野
町
、
大
山
町
、
八
尾
町
、

婦
中
町
、
細
入
村
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

・
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
許
可⇒

富
山
市
の
例
に
よ
り

統
合
す
る
。

⑤
農
林
水
産
関
係
手
数
料
（
主
な
内
容
の
抜
粋
）

・
耕
作
証
明
、
現
況
証
明
、
自
作
地
証
明
等⇒

富
山
市
の

例
に
よ
り
統
合
す
る
。

・
農
業
集
落
排
水
使
用
料⇒

現
行
の
と
お
り
、
各
市
町
村

の
料
金
体
系
を
引
き
継
ぎ
、
数
年
後
に
統
一
を
図
る
。

な
お
、
受
益
者
負
担
金
は
、
現
行
の
と
お
り
、
新
市
に

引
き
継
ぐ
。

・
漁
港
使
用
料
・
漁
港
占
用
料⇒

現
行
の
と
お
り
、
新
市

に
引
き
継
ぐ
。

⑥
都
市
整
備
・
建
設
関
係
手
数
料（
主
な
内
容
の
抜
粋
）

・
開
発
行
為
許
可
、
建
築
物
等
確
認
申
請⇒

富
山
市
の
例

に
よ
り
統
合
す
る
。

・
屋
外
広
告
物
（
は
り
紙
、
ア
ド
バ
ル
ー
ン
設
置
等
）
関

係⇒

現
行
の
と
お
り
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

・
市
町
村
営
住
宅
の
家
賃⇒

家
賃
は
国
の
基
準
に
基
づ
き

定
め
る
。
そ
の
算
定
の
基

に
な
る
利
便
性
係
数
は
、

富
山
市
の
例
に
よ
り
再
編

す
る
。
そ
の
結
果
、
新
市

の
家
賃
が
従
前
の
家
賃
を

上
回
る
場
合
は
、
平
成
１７

年
度
か
ら
２１
年
度
ま
で
の

５
カ
年
度
で
段
階
的
に
調

整
す
る
。

⑦
消
防
関
係
手
数
料
（
主
な
内
容
の
抜
粋
）

・
危
険
物
製
造
所
・
貯
蔵
所
・
取
扱
所
設
置
（
変
更
）
許

可
等⇒

富
山
市
、
大
沢
野
町
、
大
山
町
、
八
尾
町
、
婦

中
町
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

・
救
急
証
明
・
り
災
証
明⇒

富
山
市
、
婦
中
町
の
例
に
よ

り
統
合
す
る
。

【
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
】

○
市
民
窓
口
関
係
の
一
部
使
用
料
・
手
数
料
に
つ
い
て
、「
地

域
に
よ
っ
て
は
住
民
の
負
担
増
に
繋
が
る
事
項
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
今
後
の
協
議
に
影
響
が
出
る
の
で
は
な
い
か
」

と
危
惧
す
る
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、「
国
が
定
め
る

モ
デ
ル
等
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
様
々
な
角
度
か
ら
検
討

し
た
結
果
の
結
論
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
妥
当
な
負
担
に

落
ち
着
け
て
い
き
た
い
」
旨
の
説
明
に
よ
り
、
原
案
ど
お

り
調
整
方
針
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

�
協
定
項
目
１６
「
補
助
金
・
交
付
金
等
の
取
扱
い
（
そ
の

４
）」
に
つ
い
て

補
助
金
・
交
付
金
等
は
、
各
市
町
村
に
お
い
て
、
各
々
の

施
策
と
し
て
各
種
団
体
に
交
付
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
制
度
の
経
緯
や
実
情
を
踏
ま
え
、
か
つ
、
新
市

の
財
政
状
況
等
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
次
の
通
り
整
理
し

取
り
扱
う
調
整
方
針
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

①
合
併
時
に
統
合
・
再
編
を
図
る
も
の

・
主
な
内
容⇒

森
林
環
境
保
全
整
備
事
業
（
３
町
村
）、

公
・
私
立
幼
稚
園
の
第
３
子
以
降
保
育
料
軽
減
事
業

（
１
市
１
町
）、
ご
み
減
量
化
推
進
事
業
補
助
金
（
４
町

２
村
）、
農
業
用
廃
プ
ラ
・
廃
農
薬
処
理
事
業
補
助（
１

町
）
な
ど

②
当
面
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
調

整
を
図
る
も
の

・
主
な
内
容⇒

中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
補
助
金
（
１
市

１
町
）、
林
道
整
備
事
業
補
助
金（
１
町
）、
介
護
療
養

型
医
療
施
設
建
設
事
業
補
助
金
（
１
町
）、
上
下
水
道

関
係
団
体
補
助
金
（
１
町
）、
情
報
化
推
進
事
業
補
助

金（
１
村
）、
克
雪
住
宅
普
及
事
業
補
助
金（
１
村
）な
ど

③
廃
止
予
定
の
も
の
〔
経
過
措
置
等
も
含
む
〕

・
主
な
内
容⇒

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
建
設
助
成
事
業

（
新
規
協
議
単
独
分＝

５
市
町
）、
道
路
照
明
灯
設
置
・

維
持
管
理
補
助
金（
５
町
村
）、
痴
呆
性
高
齢
者
支
援
団

体
事
業
費
補
助
金
（
１
市
）
な
ど

�
協
定
項
目
２１－

１
「
企
画
議
会
関
係
事
業
の
取
扱
い
（
そ

の
２
）」に
つ
い
て

・
公
社
及
び
第
三
セ
ク
タ
ー
等
の
取
扱
い⇒

７
市
町
村
が

出
資
し
て
い
る
公
社
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
つ
い
て
は
、

出
捐
・
出
資
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

た
だ
し
、
合
併
の
効
果
が
最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
、

設
立
目
的
等
を
鑑
み
、
統
合
整
備
を
図
る
よ
う
努
め
る
。

�
協
定
項
目
２１－

７
「
農
林
水
産
関
係
事
業
の
取
扱
い
（
そ

の
１
）」に
つ
い
て

１１
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぎ
、
合
併
後
に
統
一
す
る
。

②
農
村
環
境
計
画⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

合
併
後
に
新
た
な
計
画
を
作
成
す
る
。

③
市
町
村
森
林
整
備
計
画⇒

現
行
の
と
お
り
、
新
市
に
引

き
継
ぐ
。

④
都
市
農
漁
村
交
流
促
進
対
策
事
業⇒

現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。

⑤
水
田
転
作
助
成
金⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

合
併
後
に
各
地
域
の
特
性
を
勘
案
し
、
再
編
す
る
。

⑥
中
山
間
地
域
等
農
業
活
性
化
支
援
事
業⇒

現
行
の
と
お

り
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

⑦
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業⇒

現
行
の
と
お
り
、
新

住民の声を代弁する議会関係委員
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市
に
引
き
継
ぐ
。

⑧
里
地
棚
田
保
全
整
備
事
業

⇒

現
行
の
と
お
り
、
新
市

に
引
き
継
ぐ
。

⑨
地
域
特
産
品
振
興
対
策
事

業⇒

現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
に

再
編
す
る
。

⑩
農
業
集
落
排
水
事
業
の
会

計
方
式⇒

合
併
時
、
富
山

市
の
例
に
よ
り
特
別
会
計

に
統
合
す
る
。

⑪
農
業
集
落
排
水
事
業
基
本

計
画⇒

現
行
の
と
お
り
、

新
市
に
引
き
継
ぐ
。

【
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
】

○
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
関

し
て
、「
現
在
の
ま
ま
引
き

継
ぐ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
山

の
境
界
に
つ
い
て
、
新
市
建

設
計
画
に
盛
り
込
む
な
ど
、

対
応
を
急
い
で
も
ら
い
た

い
」
と
の
要
望
が
出
さ
れ
ま

し
た
が
、「
森
林
問
題
に
限

ら
ず
、
各
地
域
で
抱
え
て
い

る
問
題
は
様
々
で
あ
り
、

個
々
具
体
の
問
題
解
決
に
努

め
る
こ
と
は
行
政
の
責
務
と

し
て
当
然
の
事
で
あ
る
」
旨

の
説
明
に
よ
り
、
原
案
ど
お

り
調
整
方
針
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

�
協
定
項
目
２１－

９「
建
設
関
係
事
業
の
取
扱
い（
そ
の
２
）」

に
つ
い
て

４
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
市
町
村
道
の
路
線
認
定
・
変
更
・
廃
止⇒

各
市
町
村
の

認
定
道
路
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
新

市
の
認
定
基
準
は
、
合
併
時
に
富
山
市
の
例
を
基
に
調

整
す
る
。

②
集
落
道
、
私
道
舗
装
補
助
事
業⇒

補
助
制
度
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
再
編
す
る
。

③
消
雪
施
設
・
流
雪
溝
等
の
維
持
管
理⇒

現
行
の
と
お
り
、

新
市
に
引
き
継
ぐ
。
な
お
、
新
市
に
お
い
て
は
、
新
た

な
町
内
会
（
開
発
行
為
等
）
整
備
の
施
設
は
、
引
き
取

ら
な
い
も
の
と
す
る
。

④
消
・
融
雪
、
流
水
施
設
単
独
整
備
及
び
町
内
消
雪
補
助

事
業⇒

現
在
、
計
画
中
の
工
事
は
継
続
し
、
合
併
後
に

計
画
を
見
直
す
。
町
内
消
雪
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
富
山
市
の
例
を
基
に
調
整
す
る
。

�
協
定
項
目
２１－

１１
「
上
下
水
道
関
係
事
業
の
取
扱
い
（
そ

の
１
）」
に
つ
い
て

４
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
上
下
水
道
事
業
の
会
計
方
式⇒

合
併
時
に
「
１
事
業
１

会
計
（
企
業
会
計
）」に
統
一
し
、
水
道
事
業
企
業
会
計

（
簡
易
水
道
事
業
含
む
）、工
業
用
水
道
事
業
企
業
会
計
、

下
水
道
事
業
企
業
会
計
の
３
会
計
と
す
る
。

②
水
道
事
業
計
画⇒

合
併
時
は
、
現
計
画
を
基
本
と
し
て

事
業
を
進
め
、
合
併
後
、
新
市
に
お
い
て
新
た
な
経
過

を
策
定
す
る
。

③
下
水
道
事
業
基
本
計
画⇒

各
処
理
区
毎
に
基
本
計
画
を

運
用
し
て
い
る
た
め
、
合
併
後
も
現
計
画
を
原
則
引
き

地域特産品振興対策事業

特産物開発育成対策事業費
・特産物試作調査費（カラー、ジ
ネンジョ、草島ネギ等の試作調
査）
・特産物販路対策費など

いちじく圃場管理事業

大山町特産品協議会
・各種特産品イベント経費
・大山町農林漁業祭開催費

該当なし

該当なし

・馬鈴薯の種子代助成
・大根出荷組合への助成
・村りんご園管理委託料
・村りんご園圃場借上料

・らっきょう生産振興対策事業
・らっきょう共同ほ場造成補助金
・らっきょう出荷奨励補助金

中山間地域等直接支払事業
①事業内容 ②要件等 ③交付単価（１０a当たり）
④対象者

該当なし

①中山間地域等において耕作放棄地の解消と多面
的機能の確保を図るため集落協定組織に対して
交付金を交付

②・急傾斜５／１００ ・緩傾斜 ・８法外特認 なし
・集落協定数 ８

③・急傾斜２１，０００円 ・緩傾斜８，０００円 ④１１２人

①同上
②・急傾斜５／１００ ・緩傾斜 ・８法外特認 なし
・集落協定数 ２

③・急傾斜 同上 ・緩傾斜 同上 ④４０人

①同上
②・急傾斜５／１００ ・緩傾斜 ・８法外特認 なし
・集落協定数５１

③・急傾斜 同上 ・緩傾斜 同上 ④８０５人

①同上
②・急傾斜５／１００ ・緩傾斜 ・８法外特認 １
・集落協定数１２

③・急傾斜 同上 ・緩傾斜 同上 ④１６７人

①同上
②・急傾斜５／１００ ・緩傾斜 ・８法外特認 なし
・集落協定数２０

③・急傾斜 同上 ・緩傾斜 同上 ④３０８人

①同上
②・急傾斜５／１００ ・緩傾斜
・８法外特認 なし ・集落協定数 ６

③・急傾斜 同上 ・緩傾斜 同上
④１６９人 村単独事業分：１人

市町村森林整備計画の策定
①計画名称 ②内容 ③計画期間

①富山市森林整備計画
②地域森林計画の対象となっている民
有林について、間伐、保育その他森
林の整備に関する事項を定めた計画
（５年ごとに１０年間の計画を策定）
③H１４．４．１～H２４．３．３１

①大沢野町森林整備計画 ②同上
③同上

①大山町森林整備計画 ②同上
③同上

①八尾町森林整備計画 ②同上
③同上

①婦中町森林整備計画 ②同上
③同上

①山田村森林整備計画 ②同上
③同上

①細入村森林整備計画 ②同上
③同上

事 務
事業名

富
山
市

大
沢
野
町

大
山
町

八
尾
町

婦
中
町

山
田
村

細
入
村

現

況

■農林水産関係事業における７市町村現況比較資料：抜粋

富山地域合併協議会だより
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継
ぐ
も
の
と
す
る
。

④
上
下
水
道
事
業
の
財
政
計
画⇒

合
併
後
、
新
市
の
事
業

計
画
を
基
に
新
た
な
財
政
計
画
を
策
定
す
る
。

●
報

告

�
事
務
事
業
一
元
化
の
調
整
結
果
に
つ
い
て

５
月
２１
日
現
在
の
進
捗
状
況
と
し
て
、
９８
・
３
％
の
事
務

事
業
が
協
議
済
み
で
あ
る
旨
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

�
第
６
回
市
町
村
建
設
計
画
策
定
委
員
会
か
ら
の
報
告
に
つ

い
て
（
囲
み
記
事
を
参
照
）

第
１５
回
協
議
会

●
６
月
２９
日
、
富
山
国
際
会
議
場
で
開
催

●
出
席
委
員＝

４３
人

●
傍
聴＝

報
道
関
係
１０
社（
１５
人
）

一
般（
１６
人
）

●
議

案
（
正
式
協
議
）

�
協
定
項
目
５
「
財
産
（
債
務
を
含
む
）
及
び
公
の
施
設
の

取
扱
い
」
に
つ
い
て

「
７
市
町
村
が
所
有
す
る
財
産
（
債
務
を
含
む
）
及
び
公

の
施
設
は
、
す
べ
て

新
市
に
引
き
継
ぐ
も

の
と
す
る
」
旨
の
調

整
方
針
が
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

�
協
定
項
目
２１－

３

「
福
祉
保
健
関
係
事

業
の
取
扱
い
（
そ
の

２
）」に
つ
い
て

各
種
検
診
関
係
の
取

扱
い
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
、
調
整
方

針
が
承
認
さ
れ
ま
し

た
。

・
基
本
健
康
診
査

（
医
療
機
関
個
別
・

節
目
）⇒

合
併
時

に
、
富
山
市
の
例

に
よ
り
統
合
す
る
。

選
択
検
査
に
お
け

る
負
担
率
は
一
般

３０
％
、
７０
歳
以
上

は
１０
％
と
す
る
。

た
だ
し
、
町
村
に
お
け
る
一
般
の
集
団
検
診
の
負
担
率

は
、
１７
年
度
は
１０
％
、
１８
年
度
は
２０
％
と
す
る
。

・
総
合
健
康
診
査⇒

合
併
時
に
、
富
山
市
の
例
に
よ
り
統

合
す
る
。

・
基
本
健
康
診
査（
集
団
）⇒

集
団
検
診
を
実
施
し
て
い
る

町
村
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

・
胃
が
ん
検
診
・
肺
が
ん
検
診
（
胸
部
�
線
検
査
・
か
く

た
ん
細
胞
診
検
査
）・
乳
が
ん
検
診
・
子
宮
が
ん
検
診

⇒

合
併
時
に
、
富
山
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。
負
担

率
は
一
般
３０
％
、
７０
歳
以
上
は
１０
％
と
す
る
。
た
だ
し
、

町
村
に
お
け
る
一
般
の
集
団
検
診
の
負
担
率
は
、
１７
年

度
は
１０
％
、
１８
年
度
は
２０
％
と
す
る
。

・
大
腸
が
ん
検
診⇒

合
併
時
に
、
富
山
市
の
例
に
よ
り
統

合
す
る
。
た
だ
し
、
集
団
検
診
を
実
施
し
て
い
る
町
村

に
お
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
す
る
。
負

担
率
は
一
般
３０
％
、
７０
歳
以
上
は
１０
％
と
す
る
。
た
だ

し
、
町
村
に
お
け
る
一
般
の
集
団
検
診
の
負
担
率
は
、

１７
年
度
は
１０
％
、
１８
年
度
は
２０
％
と
す
る
。

【
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
】

○
国
民
健
康
保
険
の
基
礎
検
診
に
つ
い
て
、「
受
診
率
向
上

と
自
己
負
担
の
関
係
」
を
問
う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

「
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る
を
基
本
的
な
考
え
方
と
し
、

自
己
負
担
の
割
合
に
よ
っ
て
受
診
率
が
変
動
す
る
と
は
一

概
に
言
え
な
い
」
と
の
説
明
に
よ
り
原
案
ど
お
り
、
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

�
協
定
項
目
２１－

５「
環
境
関
係
事
業
の
取
扱
い（
そ
の
３
）」

に
つ
い
て

３
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
集
団
回
収
活
動
推
進
事
業⇒

合
併
時
に
、
富
山
市
の
例

に
よ
り
調
整
す
る
。

②
し
尿
処
理
収
集
体
制⇒

現
行
の
と
お
り
、
新
市
に
引
き

第６回市町村建設計画策定委員会

●４月３０日、富山国際会議場で開催
●出席委員＝１６人
●傍聴＝報道関係７社（７人）
一般（６人）

●議 案
�前回策定委員会での意見への対応
等について
委員各位からの意見を、できる限
り活かす形で、表現等は分かりや
すく、「三位一体の改革」など刻々
と変化する国の施策も盛り込む等
の修正内容について協議し、『原
案どおり』とする旨確認されまし
た。

�新市建設計画第５章第３節「富山
県事業の推進」について
富山県が新市に対し予定している

事業、それらを実現するための取
り組みを紹介する部分であり、表
現のバラツキは止むを得ないが、
「直轄道路」という表現は誤解が
無いように「国の直轄道路」に修
正する旨確認されました。

�新市建設計画第６章「公共的施設
の統合整備」について

�新市建設計画第７章「財政計画」
について
施設の統合整備に関して、身近な
行政拠点として総合行政センター
を設置する、また、基本的に小学
校区単位にコミュニティセンター
を配置することが盛り込まれ、財
政計画も新市の財政運営の健全さ
が保てる内容が示されていること
から、『原案どおり』とする旨確
認されました。なお、具体的な施
設の取り扱いは、今後、新市にお
いて協議すべき事柄であることも
確認されました。

�新市建設計画全般について
今回協議した内容を踏まえ、５月
の協議会に提起する旨確認されま
した。
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継
ぐ
。
な
お
、
浄
化
槽
汚
泥
も
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
。

③
浄
化
槽
清
掃
業
の
許
可⇒

合
併
時
に
、
４
町
及
び
細
入

村
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

�
協
定
項
目
２１－

６
「
農
林
水
産
関
係
事
業
の
取
扱
い
（
そ

の
３
）」に
つ
い
て

２
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
農
業
集
落
排
水
管
理
事
業⇒

現
行
の
と
お
り
、
新
市
に

引
き
継
ぎ
、
現
６
町
村
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
上
下
水

道
局
に
委
託
す
る
。

②
農
業
集
落
排
水
普
及
促
進
・
改
造
資
金
助
成⇒

合
併
時

に
再
編
す
る
。

�
協
定
項
目
２１－

９「
建
設
関
係
事
業
の
取
扱
い（
そ
の
３
）」

に
つ
い
て

・
防
災
行
政
無
線⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

合
併
後
に
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
を
図
る
。
な
お
、
合
併

時
に
暫
定
的
に
地
域
防
災
系
に
よ
る
一
元
化
を
図
る
。

�
協
定
項
目
２１－

１２
「
消
防
関
係
事
業
の
取
扱
い
（
そ
の

２
）」
に
つ
い
て

２
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

①
消
防
団
の
名
称
・
組
織
・
定
員⇒

名
称
は
富
山
市
消
防

団
と
す
る
。
組
織
は
１
消
防
団
方
面
団
制
と
す
る
。
定

員
は
現
在
の
条
例
定
数
を
合
算
し
た
も
の
と
す
る
。

②
消
防
団
の
管
轄
区
域⇒

消
防
団
の
管
轄
区
域
は
新
市
全

域
と
し
、
方
面
団
の
管
轄
区
域
は
現
消
防
団
の
区
域
と

す
る
。
た
だ
し
、
現
富
山
市
の
方
面
団
に
あ
っ
て
は
、

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

�
協
定
項
目
２４
「
新
市
建
設
計
画
」
に
つ
い
て

＊
協
定
項
目
２
「
合
併
の
期
日
」
と
の
関
連
か
ら
、
合
併
年

度
変
更
に
伴
う
財
政
計
画
へ
の
影
響
等
に
つ
い
て
精
査
す

る
た
め
、
次
回
協
議
会
ま
で
継
続
審
議
す
る
こ
と
に
な
り

し尿処理収集体制

�富山市生活環境サービスへ委託

許可業者 １社

許可業者 ２社

八尾衛生へ委託

許可業者２社
※婦中町衛生センターから中央衛生処理組合への運搬業務は委託

許可業者１社

許可業者１社

集団回収活動推進事業

・登録業者 ２０社
・協力団体への報奨金 ４円／㎏
・回収業者への報奨金 ０．５円／㎏（雑誌のみ）

・登録業者１社
・協力団体への報奨金 ７円／㎏
・回収業者への報奨金 各団体から支払

・登録業者 なし
・協力団体への報奨費 ７円／㎏
・回収業者への報奨費 各団体から支払

・登録業者 ４社
・協力団体への報奨費 ５円／㎏
・回収業者への報奨費 ３円／㎏

・登録業者 ３社
・協力団体への報奨費 ４円／㎏
・回収業者への報奨費 ３．５円／㎏（雑誌のみ）

該当なし

該当なし

事 務
事業名

富
山
市

大
沢
野
町

大
山
町

八
尾
町

婦
中
町

山
田
村
細
入
村

現

況

基本健康診査（集団）

未実施

①対象者 ４０歳以上の国民健康保険の被保
険者やその他健康保険加入者の家族等
②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 有

①対象者 ４０歳以上（希望者は１８歳以上）
で、職場や医療機関において検診に相当
する検査を受ける機会のない者
②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 無

①対象者 職場等で検診を受ける機会のな
い４０歳以上の者
②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 無

未実施

①対象者 ４０歳以上（希望者は１８歳以上）
で、職場や医療機関において検診に相当
する検査を受ける機会のない者
②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 無

①対象者 ４０歳以上（希望者は１８歳以上）
で、職場や医療機関において検診に相当
する検査を受ける機会のない者
②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 無

総合健康診査

・対象者
４０歳の国民健康保険の被保険者やその他
健康保険加入者の家族等

・対象者
年度内節目年齢者（４０・４５・５０・５５・
６０・６５歳）

・対象者 ４０歳以上の者

該当なし

該当なし

・対象者 ４０歳に達した者とその配偶者、
職場や医療機関において検診に相当する
検査を受ける機会のない者

該当なし

基本健康診査（医療機関個別・節目）

①対象者 ４０歳以上の国民健康保険の被保
険者やその他健康保険加入者の家族等

②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 有

①対象者 ４０歳以上の国民健康保険の被保
険者やその他健康保険加入者の家族等

②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 有

①対象者
４０歳以上（希望者は１８歳以上）で、職場
や医療機関において検診に相当する検査
を受ける機会のない者

②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 無

①対象者 職場等で検診を受ける機会のな
い４０歳以上の者

②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 無

①対象者 ４０歳以上の国民健康保険の被保
険者やその他健康保険加入者の家族等

②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 有

①対象者 ４０歳以上（希望者は１８歳以上）
で、職場や医療機関において検診に相当
する検査を受ける機会のない者

②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 無

①対象者 ４０歳以上（希望者は１８歳以上）
で、職場や医療機関において検診に相当
する検査を受ける機会のない者

②負担金 ・一般診査 無 ・選択検査 無

事 務
事業名

富
山
市

大
沢
野
町

大
山
町

八
尾
町

婦
中
町

山
田
村

細
入
村

現

況

■福祉保健関係事業における７市町村現況比較資料：抜粋

■環境関係事業における７市町村現況比較資料：抜粋

富山地域合併協議会だより
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ま
し
た
。

【
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
】

○
主
要
事
業
に
つ
い
て
、「
よ
り
具
体
的
な
事
業
名
、
事
業

費
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
」
と
の
意
見
が
出
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
、
森
会
長
よ
り
「
事
業
は
、
新
市
が
決

定
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
段
階
で
の
表
示
が
、
こ
れ
以
上

具
体
的
に
な
る
と
、
難
し
い
影
響
が
出
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
協
議
会
委
員
、
策
定
委
員
会
委
員
と
し
て
、
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
議
論
に
参
画
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、

新
市
で
の
実
現
に
向
け
努
力
し
て
い
く
こ
と
が
我
々
に
課

せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
る
」
旨
補
足
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

●
報

告

�
事
務
事
業
一
元
化
の
調
整
結
果
に
つ
い
て

６
月
２９
日
現
在
の
進
捗
状
況
と
し
て
、
１００
％
の
事
務
事
業

が
協
議
済
み
で
あ
る
旨
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

第
４
回
新
市
の
名
称
等
検
討
委
員
会

●
６
月
２
日
、
と
や
ま
自
遊
館
で
開
催

●
出
席
委
員＝

１０
人

●
ア
ド
バ
イ
ザ
ー＝

大
川
公
一
富
山
国
際
大
学
助
教
授

●
新
市
の
組
織
・
機
構
の
取
扱
い
に
つ
い
て

新
市
に
お
け
る
組
織
及
び
機
構
に
つ
い
て
は
、
「
本
庁
の

ほ
か
、
地
域
の
行
政
拠
点
と
な
る
総
合
行
政
セ
ン
タ
ー
を

設
置
す
る
な
ど
、
市
民
に
分
か
り
や
す
く
、
親
し
み
の
も

て
る
組
織
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
原
案
ど
お
り
承

認
す
る
こ
と
と
し
、
第
１５
回
協
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
】

○
合
併
後
も
住
民
生
活
に
急
激
な
変
化
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う

配
慮
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
住
民
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

○
地
域
審
議
会
を
は
じ
め
と
す
る
住
民
と
協
働
し
た
ま
ち
づ

く
り
の
体
制
な
ど
、
新
市
と
し
て
の
一
体
性
を
図
り
な
が

ら
、
地
域
の
自
主
性
が
発
揮
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
お

り
、
望
ま
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

○
今
後
、
組
織
や
業
務
の
詳
細
が
明
確
に
な
っ
た
段
階
で
、

窓
口
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
住
民
の
皆
さ
ん
へ
の
周
知
に

努
め
ら
れ
た
い
。

【
大
川
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

①
合
併
後
も
、『
行
政
が
身
近
に
あ
る
と
い
う
感
覚
』
は
重

要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
総
合
行
政

セ
ン
タ
ー
の
役
割
や
機
能
に
つ
い
て
、
今
後
も
工
夫
・
検

討
し
て
ほ
し
い
。

②
地
域
の
自
主
性
等
を
尊
重
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
上

で
も
、
今
後
、
更
に
「
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
」
の
充
実
を

図
っ
て
ほ
し
い
。

③
地
域
の
教
育
問
題
は
、
今
後
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
り
、

「
教
育
は
、
自
治
体
の
基
本
的
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
」
と

い
う
観
点
か
ら
、
教
育
行
政
セ
ン
タ
ー
機
能
の
拡
充
を
図

っ
て
ほ
し
い
。

�
協
定
項
目
２
「
合
併
の
期
日
」

平
成
１７
年
４
月
１
日
と
す
る
。

�
協
定
項
目
９
「
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
」
に
つ
い
て

・
平
成
１８
年
３
月
３１
日
ま
で
、
現
行
の
富
山
市
を
区
域
と
す

る
「
富
山
地
区
農
業
委
員
会
」
と
現
行
の
大
沢
野
町
、
大

山
町
、
八
尾
町
、
婦
中
町
、
山
田
村
及
び
細
入
村
を
区
域

と
す
る
「
上
婦
負
地
区
農
業
委
員
会
」
の
２
つ
の
農
業
委

員
会
を
置
く
。

・
両
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２４

人
と
す
る
。
な
お
、
設
置
期
間
終
了
後
１
つ
に
統
合
さ
れ

る
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
、
４０
人
と

す
る
。

�
協
定
項
目
１２
「
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
」に
つ
い
て（
基

本
的
事
項
）

①
本
庁
は
、
新
市
の
事
務
所
（
現
富
山
市
役
所
）
に
置
く
。

②
総
合
行
政
セ
ン
タ
ー
は
、
現
６
町
村
を
単
位
と
す
る
区

域
ご
と
に
設
置
し
、
現
町
村
役
場
に
置
く
。

③
本
庁
は
、部
制
と
し
、新
市
全
体
に
係
る
施
策
の
立
案
・

調
整
事
務
及
び
内
部
管
理
事
務
並
び
に
現
富
山
市
域
に

関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

④
総
合
行
政
セ
ン
タ
ー
は
、
課
制
と
し
、
こ
れ
ま
で
町
村

で
行
っ
て
い
た
業
務
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
総
合
行
政

セ
ン
タ
ー
で
引
き
続
き
行
い
、
所
管
区
域
を
対
象
と
し

た
地
域
振
興
事
務
を
所
掌
す
る
。

組織・機構について、アドバイザーを迎え、より多
角的に検討が行われました

事
務
局
通
信

第
１５
回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、次
の
項
目
が
提
案
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、合
併
協
議
会
で
議
論
す
べ
き
項
目
は

全
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。正
式
に
は
、７
月
の

第
１６
回
合
併
協
議
会
で
、そ
の
調
整
方
針
が
承
認
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
が
、そ
の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。
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新市における行政組織の構想図�
市　　長�

助　　役�
（事務分掌）�

（具体的な事務内容の例示）�

収 入 役� 上下水道局� 議会事務局�

教育委員会�

選 挙 管 理�
委　員　会�

教 育 行 政 �
セ ン タ ー �

公平委員会�

監 査 委 員�

農業委員会�

固 定 資 産 �
評 価 審 査�
委　員　会�

消　防　局�

消防署�

市 民 病 院�

上下水道サー�
ビスセンター�

企画管理部�
市行政の総合的企画及び調整、地域政策､組織､情報公開、職員の人事、�
秘書及び表彰、広報及び公聴、情報化の推進及び統計、文化及び国際�
交流に関する事項等�

議案提出、予算、市有財産の取得、管理及び処分、契約、工事検査、�
市税、用地取得に関する事項等�

社会福祉、障害者福祉、こども福祉、高齢者福祉、介護保険、保健所�
に関する事項等�

地域振興、市民活動、市民生活及び市民相談、戸籍及び住民基本台帳、�
国民健康保険及び国民年金、交通安全、青年及び女性の施策に関する�
事項等�

環境施策の総合的推進、環境衛生及び環境保全、廃棄物処理及び清掃�
に関する事項等�

商業、労働、工業、薬業、観光振興、中心市街地活性化、競輪に関す�
る事項等�

農業、林業、畜産業及び水産業振興、土地改良、卸売市場に関する事�
項等�

都市計画、建築基準、都市交通対策、都市再開発、土地区画整理に関�
する事項等�

道路、橋梁、河川及び港湾、公園緑地、防災対策、住宅、市有建物の�
建築に関する事項等�

財　務　部�

福祉保健部�

市民生活部�

環　境　部�

商工労働部�

農林水産部�

都市整備部�

総務振興課�

税　務　課�

市民生活課�

地域福祉課�

農林商工課�

建　設　課�

旧町� 旧村�

総務振興課�

市民福祉課�

産業建設課�

センターの事務の総括、地域審議会、住民自治の推進、市町村建設計画の推進・調整、文�
化団体助成、センター庁舎等の管理、バス事業、センター所管の入札及び契約事務（一定�
規模以上の指名を除く。）等の実施に関する事項等�

市税の申告書受付・調査・徴収、固定資産の評価・縦覧・税証明の発行に関する事項等�

市民相談、コミュニティセンターとの連絡調整、戸籍謄抄本・住民票の写し等の作成及び�
交付等、印鑑の登録及び証明、国民健康保険及び国民年金に関する届出・申請受理、防犯・�
交通安全活動、男女共同参画及び青年育成、墓地改葬許可、斎場使用許可、生活環境の整�
備及び環境保全に関する事項等�

生活保護相談、民生委員との連絡調整、障害者福祉・児童福祉及び高齢者福祉事業に対す�
る申請受付・内容審査・給付決定等、介護保険の要介護認定・要支援認定等の申請受付・�
苦情相談・保険料の収納に関する事項等       �
�

農業・林業振興対策事業補助金等の申請受付及び交付決定、林道整備事業・農業集落排水�
事業・土地改良事業の実施、国土地籍調査の実施、商工業に対する助成・融資・相談の受�
付及び決定、観光物産施設の運営・観光物産振興団体への助成の受付・交付決定に関する�
事項等�

屋外広告物等の指導・許可、建築確認申請等受付、道路新設改良事業（補助・単独）に係�
る用地取得・補償・工事の実施、道路占用許可、市道路線認定受付・報告、交通安全施設�
整備・維持管理、除雪対策、河川等改修・維持管理、公園緑地整備・維持管理、公園占用�
許可、地域防災計画、市営住宅等の維持管理・入居退去事務、市有建築物の建築・修繕に�
関する事項等�
�

本庁、総合行政センターのほか、出先機関等を置く。�

建　設　部�

総合行政センター�

本
　
　
　
　
　
庁�

総
合
行
政
セ
ン
タ
ー�

出 先 機 関 等 �

⑤
本
庁
及
び
出
先
機
関
等
の
組
織
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

�
協
定
項
目
１７
「
町
・
字
名
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

①
町
・
字
の
区
域
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

②
町
、
字
名
は

�１
富
山
市
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

�２
大
沢
野
町
、
大
山
町
及
び
細
入
村
は
、
旧
町
村
名
を

冠
さ
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
の
町
・
字
名
は
、
地
域

住
民
の
意
向
を
尊
重
し
調
整
す
る
。

�３
八
尾
町
、
婦
中
町
、
山
田
村
は
、
現
行
の
大
字
の
前

に
そ
れ
ぞ
れ
八
尾
町
、
婦
中
町
及
び
山
田
を
付
し
た

大
字
と
す
る
。

�
協
定
項
目
２２
「
地
域
審
議
会
」
に
つ
い
て⇒

大
沢
野
町
、

大
山
町
、
八
尾
町
、
婦
中
町
、
山
田
村
及
び
細
入
村
の
区

域
ご
と
に
地
域
審
議
会
を
設
置
す
る
。

�
協
定
項
目
２１－

４
「
市
民
生
活
関
係
事
業
の
取
扱
い
」
に

つ
い
て

・
地
区
セ
ン
タ
ー
の
配
置⇒

富
山
市
は
、
現
行
の
と
お
り

と
す
る
。
６
町
村
は
、
小
学
校
区
ご
と
の
配
置
を
基
本

と
し
、
各
地
域
の
事
情
も
勘
案
の
上
、
合
併
時
ま
で
に

調
整
す
る
。

●地方自治法第２６０条に規定する手続きについて

市町村の廃置分合及び境界変更に際し、旧町村の字の区域及び名称をそのまま新市町

村の字の区域及び名称とする場合は、本条（※地方自治法第２６０条）の手続きを要しな

い。 （行政実例昭和３０年３月３０日）

（現行） （新市）

婦負郡八尾町福島→富山市八尾町福島

婦負郡婦中町速星→富山市婦中町速星

婦負郡山田村湯 →富山市山田湯

（現行） （新市）

上新川郡大沢野町高内→富山市高内

上新川郡大山町上滝 →富山市上滝

婦負郡細入村楡原 →富山市楡原

富山地域合併協議会だより
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新
市
建
設
計
画
と
は

新
市
建
設
計
画
と
は
、
合
併
に
際
し
て
合
併
協
議
会
が
作

成
す
る
も
の
で
あ
り
、
富
山
地
域
（
富
山
市
、
大
沢
野
町
、

大
山
町
、
八
尾
町
、
婦
中
町
、
山
田
村
、
細
入
村
）
の
７
市

町
村
合
併
後
の
新
市
を
建
設
し
て
い
く
た
め
の
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
と
し
て
、
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
や
施
策
の
方
向
性
等
を
示
し
、

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
指
針
と
な
る
も
の
で
す
。

計
画
策
定
の
方
針

■
計
画
の
趣
旨

新
市
建
設
計
画
は
、
構
成
市
町
村
の
実
情
に
十
分
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
富
山
地
域
合
併
協
議
会
発
足
に
あ
た
っ
て
の

確
認
書
等
を
尊
重
し
て
、
新
市
の
建
設
を
総
合
的
か
つ
効
果

的
に
推
進
し
、
一
体
性
の
速
や
か
な
確
立
と
新
市
全
体
の
均

衡
あ
る
発
展
が
図
れ
る
よ
う
施
策
の
方
向
を
示
し
ま
す
。

■
計
画
の
構
成

新
市
の
建
設
の
基
本
方
針
、
新
市
の
建
設
の
根
幹
と
な
る

べ
き
事
業
に
関
す
る
事
項
、
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
に
関

す
る
事
項
及
び
新
市
の
財
政
計
画
を
中
心
と
し
て
構
成
し
ま

す
。

■
計
画
の
期
間

計
画
は
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
も
の
と
し
、
合
併
後
、
概

ね
１０
年
間
を
期
間
と
し
ま
す
。

合
併
の
必
要
性

①
日
常
生
活
圏
の
拡
大
と
広
域
行
政
へ
の

対
応

住
民
の
日
常
生
活
圏
や
経
済
活
動
範
囲
が
拡
大

し
て
お
り
、
住
民
の
行
政
ニ
ー
ズ
も
広
域
化
、
多

様
化
、
高
度
化
し
て
い
ま
す
。
富
山
地
域
で
は
、

こ
れ
ま
で
も
積
極
的
に
広
域
行
政
に
取
り
組
ん
で

き
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
よ
り
広
域
的
、
専
門

的
な
課
題
を
総
合
的
に
解
決
す
る
観
点
か
ら
、
市

町
村
合
併
に
よ
り
一
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

②
地
方
分
権
へ
の
対
応

地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、
市
町
村
は
、

個
性
的
で
活
力
の
あ
る
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
み
、

主
体
的
に
政
策
を
立
案
し
、
質
・
量
と
も
に
高
度

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
、
よ
り
効
率
的
に
実
行
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
市
町

村
に
お
い
て
は
、
専
門
的
か
つ
高
度
な
行
政
能
力

と
政
策
実
現
の
た
め
の
行
財
政
基
盤
の
充
実
強
化

が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

③
本
格
的
な
少
子
・
高
齢
社
会
へ
の
対
応

人
口
減
少
や
高
齢
化
の
進
行
は
、
医
療
や
福
祉

を
中
心
と
し
た
市
町
村
の
行
財
政
需
要
を
増
大
さ

せ
る
と
と
も
に
、
少
子
化
の
進
行
に
よ
り
、
税
収

の
減
少
、
小
中
学
校
の
維
持
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機

能
の
低
下
な
ど
様
々
な
問
題
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
市
町
村
に
お
い
て
は
、
行
財
政
基
盤
を

充
実
強
化
し
、
ま
ち
づ
く
り
を
長
期
的
、
広
域
的

な
視
点
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

④
国
・
地
方
を
通
じ
た
厳
し
い
財
政
状
況

国
、
地
方
を
通
じ
た
財
政
状
況
は
極
め
て
厳
し

い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
富
山
地
域
に
お
い
て

も
、
財
政
の
硬
直
化
が
進
む
と
と
も
に
、
地
方
税

収
も
伸
び
悩
ん
で
お
り
、
今
後
の
新
た
な
行
政
需

要
へ
の
対
応
を
は
じ
め
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維

持
・
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
よ
り
一
層
の
効
率

的
な
行
財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
市
建
設
計
画

第
１５
回
協
議
会
で
継
続
審
議
と
な
り
ま
し
た
が
、
第
６
回
市
町
村
建
設
計
画
策
定
委
員
会
で
ま
と
め
ら
れ
、
第
１４
回
協
議
会

に
提
起
さ
れ
た
新
市
建
設
計
画（
案
）の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、
財
政
計
画
の
修
正
は
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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ま
ち
づ
く
り
の
主
要
課
題
と
新
市
の
将
来
像
・
基
本
理
念

■まちづくりの主要課題

個性と創造力のある

人づくりへの支援

地域資源の保全

と環境対策

本格的な少子・

高齢社会への対応

住民参画・連携

・交流の促進

既成産業の再生

と新たな産業の創造
生活環境の充実

■新市の将来像・基本理念

新市の将来像

環境と創造のゆめ舞台
～あふれる活力と豊かな自然を支え合う躍動のまち～

新市が将来にわたり、発展し続けるためには、海、中山間地域などからなる豊かな自然

環境や歴史・文化、観光資源などの貴重な資産を大切にするとともに、それらを活用して

新たな活力と魅力を創造し、様々な交流が活発なまちづくりを推進していくことが必要で

す。

また、合併によって新たに得られる人材や知恵などの地域力を最大限に活かし、産業の

発展や福祉、環境、防災・防犯、まちづくりなど、新市民の暮らしのあらゆる舞台で、地

域一体となって連携し、２１世紀に躍動することが望まれます。

そのため、新市においては、地域が主体的に考え、行動することを基本としながら、「共

生・交流・創造」のまちづくりを推進し、市民の夢や希望の実現を目指して、「環境と創

造のゆめ舞台～あふれる活力と豊かな自然を支え合う躍動のまち～」を将来像とします。

新市の基本理念

新市の将来構想を実現し、今後の施策を展開していくにあたり、新市のまちづくりを進

める上でたえず念頭におくものとして、下記の事項をまちづくりの基本理念とします。

共生する
にぎわいと自然が
調和するまち

創造する
みんなで
創り出すまち

交流する
共にささえ、
外に開かれたまち

富山地域合併協議会だより
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海辺環境保全・�
活性化軸�

田園環境保全・�
活性化軸�

森林環境保全・�
活性化軸�

川辺環境保全・�
活性化軸�

大連、ソウル、ウラジオストク�
ロシア、韓国、中国、東南アジア�

新潟�
長野�

東京�大阪�

金沢�

高山、松本�

川辺環境保全・�
活性化軸�

名古屋�

市街地ゾーン�

自然環境保全ゾーン�
自然環境共生ゾーン�

田園環境共生ゾーン�

自然環境保全ゾーン�

軸整備・土地利用の考え方・方針�

新市内連携軸�
新市内の広域拠点及び生活拠点を結ぶ交通動線を強
化し､様々な機能を連携､施設･資源の相互利用､円滑な
地域間の交流を促進します。�

田園環境共生�
ゾーン�

良好な田園環境･景観を保全しながら､農業振興を図ると
ともに､生活環境の充実を図るほか優良農地の保全と同
時に適正な土地利用の誘導を図ります。�

市街地ゾーン�
都市環境の整備､特に新幹線の整備を踏まえ､中核市に
ふさわしい高次都市機能の再編・整備を進め、広域拠点
としての利便性・快適性の確保や、中心市街地としての
にぎわいづくりを促進します。�

自然環境共生�
ゾーン�

豊かな自然を保全しつつ､自然とふれあい､心と体の健康
を増進させる場として整備し、体験学習やレクリエーション
活動を振興します。�

自然環境保全�
ゾーン�

良好な自然環境を有する中部山岳国立公園などの地域は、
水源涵養機能や優れた景観を有する貴重な自然環境と
して積極的な保全を図ります。�

広域拠点�
日本海の中核都市としてふさわしい都市機能の充実を図
る一方、生活拠点との連携を促進し、新市の利便性を向
上させます。�

生活拠点�
環境との共生に配慮しながら生活基盤の整備、魅力ある
商店街の形成､既存施設の有効利用､伝統文化を育ん
できたまち並みの保全･活用を促進します。�

観光・交流�
拠点�

地域資源の連携と再構築により新たな魅力を創出し、市
民や来訪者の憩いや交流のネットワーク化を促進します。�

産業拠点� 積極的な企業誘致活動、地域産業との連携、雇用促進
を図ります。�

国際交流軸�国際交流の玄関口として、新市と環日本海及び東南アジ
ア諸国との交流・連携を促進します。�

国土連携軸�新市を東西に横断し、北陸と３大都市圏を結ぶ観光、広
域物流を見据えた交流・連携を促進します。�

広域連携軸�新市の骨格を形成し、冬期交通確保等を含め、整備充実
を図り、「人」、「もの」、「情報」の交流・連携を促進します。�

地理的特性、土地利用特性�川下�

海岸　　都市　　　　田園地帯　　　　森林地帯　　　立山山麓・水源地域�

川上�

田園環境保全�
・活性化軸�

田園環境の保全
および農業の活
性化と適正な土地
利用誘導 

森林環境保全�
・活性化軸�

森林資源を保全
し、ふれあい、学
ぶ空間の創出  

川辺環境保全�
・活性化軸�

神通川、常願寺
川の保全と新た
な魅力の創出と
活用  

海辺環境保全�
・活性化軸�

都市部・海岸部
の環境整備と活
性化 

土
地
利
用
の
方
向
性

新
市
の
土
地
利
用
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
連
続
性
を
表
す

軸
と
、
あ
る
一
定
の
広
が
り
を
示
す
ゾ
ー
ン
に
よ
り
表
現
し

ま
し
た
。
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新
市
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
と
主
要
施
策

地域の連携で支えあい、健やかに生きる健康福祉のまちづくり 【健康・福祉の充実】
●安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの推進
●少子化への対応
●子育て環境の整備
●健全育成の推進
●誰もがいきいきと暮らせるまちづくりの推進
●生涯健康づくりの充実
●生活衛生の充実
●地域医療体制の充実

暮らしを支える都市・生活基盤が充実したまちづくり 【生活環境の向上】
●人にやさしく、快適で安全なまちづくりの推進
●適正な土地利用の推進
●富山らしさを活かした景観の形成
●公共交通機関の利便性向上
●道路の整備
●住宅・住環境等の整備
●雪対策の推進
●災害に強いまちづくりの推進
●安全で安心できるまちづくりの推進

豊かな自然を保全・活用するまちづくり 【自然との共生】
●循環型社会の構築
●循環型まちづくりの基盤整備
●廃棄物の減量とリサイクル
●廃棄物の適正管理
●エネルギー対策の推進
●地球環境問題への対応

新しい価値やしくみを創造するまちづくり 【産業の振興】
●多様な観光資源の連携と再構築
●観光・交流拠点の充実
●ホスピタリティの醸成
●広域観光の推進
●観光客誘致活動の強化と観光産業の活性化

新たな豊かさの発見と実現を可能にする教育・文化のまちづくり【教育・文化の振興】
●地域に開かれた教育と文化の振興
●地域に開かれた教育の充実
●高等教育機関等との連携強化
●市民の芸術・伝統・文化活動の推進
●創造力と生きがいを育むまちづくりの推進
●生涯学習の推進
●スポーツ・レクリエーションの普及

市民が主体となって交流や連携を進めるまちづくり 【交流・連携・協働の促進】
●住民組織の育成・支援
●市民主体のまちづくりの推進
●コミュニティ活動の促進
●市民の自主的な活動への支援
●男女共同参画社会の推進
●活動拠点施設の整備

●思いやりと助け合いのある地域社会の育成
●地域福祉活動の推進
●人にやさしい環境づくりの推進
●総合的なサービスの連携と充実
●保健・医療・福祉の一体的な推進
●障害者（児）福祉サービスの充実
●高齢者福祉サービスの充実
●要援護者等福祉の充実
●社会参加と生きがいづくりの充実

●機能的な都市基盤の充実
●広域拠点地域の都市機能整備
●生活拠点地域の整備
●広域交通ネットワークの構築
●ITを活用した地域の魅力の充実
●市民の満足度の向上
●簡素で効率的な行政運営の実現
●地域情報化の推進

●共生を実感できる環境活動の推進
●田園環境の保全と活用
●森林環境の保全と活用
●川辺環境の保全と活用
●海辺環境の保全と活用
●自然と出会えるまちづくりの推進
●地域の環境整備

●新しい時代にふさわしい産業の活性化
●新たな産業の創出と育成
●工業の活性化
●商業・サービス業の活性化
●地域産業の活性化
●雇用・就労対策の充実
●環境共生型産業の活性化
●農林業の活性化
●水産業の活性化

●学校教育環境の充実
●学校教育の充実
●多様な地域資源を活かした体験学習の推進
●家庭・地域・学校の連携

●様々な交流機会の創出
●多様な地域間の交流の推進
●都市間交流・国際交流の推進
●市民主体の交流の推進

富山地域合併協議会だより
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富
山
県
事
業
の
推
進

�１

新
市
に
お
け
る
富
山
県
と
の
連
携

新
市
が
将
来
に
わ
た
り
、
魅
力
あ
る
都
市
機
能
が
集
ま
る

北
陸
の
中
核
都
市
と
し
て
発
展
し
て
い
く
た
め
、
富
山
県
と

緊
密
な
連
携
を
図
り
、
富
山
県
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
様
々

な
事
業
の
推
進
を
要
望
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
富
山
県
市
町
村
合
併
特
例
交
付
金
等
の
財
政
支
援

措
置
を
活
用
し
、
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

�２

新
市
に
お
け
る
主
な
富
山
県
事
業

１.

健
康
・
福
祉
の
充
実

�
福
祉
マ
ン
パ
ワ
ー
の
養
成
・
確
保

�
県
総
合
運
動
公
園
の
有
効
活
用

�
健
康
増
進
施
設
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

�
県
立
中
央
病
院
等
の
充
実

２.

生
活
環
境
の
整
備

�
北
陸
新
幹
線
の
建
設
促
進

�
富
山
駅
付
近
連
続
立
体
交
差
事
業

�
富
山
空
港
の
整
備

�
港
湾
の
整
備

�
都
市
公
園
の
整
備

�
公
共
交
通
の
活
性
化

�
下
水
道
事
業
の
推
進

３.

道
路
交
通
網
の
整
備

�
高
規
格
幹
線
道
路
な
ど
の
整
備

�
地
域
の
一
体
化
を
促
進
す
る
た
め
の
道
路
の
計
画
的
な

整
備

�
継
続
事
業
中
の
箇
所
の
早
期
完
成

�
地
域
内
の
生
活
道
路
の
整
備
促
進

４.

防
災
対
策
の
推
進

�
河
川
の
整
備

�
砂
防
事
業

�
地
す
べ
り
対
策
事
業

�
雪
崩
対
策
事
業

５.

豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
と
創
造

�
循
環
型
社
会
の
構
築

�
自
然
保
護
思
想
の
普
及
・
啓
発

�
歩
道
整
備

�
公
園
利
用
拠
点
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
促
進

�
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
養
成

６.

農
林
漁
業
の
振
興

�
生
産
性
の
高
い
農
業
の
振
興

�
農
業
生
産
基
盤
の
整
備

�
林
業
構
造
改
善
事
業

�
森
林
基
幹
道
開
設
事
業

�
栽
培
漁
業
の
推
進

�
漁
港
整
備

７.

教
育
・
文
化
の
振
興

�
小
中
高
教
育
の
連
携
強
化
・

高
等
学
校
の
再
編

�
ガ
ラ
ス
の
里
構
想
の
推
進

�
各
種
文
化
施
設
の
有
効
活
用

�
恐
竜
足
跡
化
石
の
保
全
と
活
用

�
伝
統
文
化
の
伝
承
と
地
域
振
興
へ
の
活
用

主
要
指
標
の
見
通
し

新
市
の
主
要
指
標
推
計
（
人
口
、
世
帯
数
、
就
業
人
口
）

の
目
標
年
次
は
、
新
市
誕
生
か
ら
１０
年
後
（
平
成
２７
年
度
）

と
し
ま
す
。

公
共
的
施
設
の
統
合
整
備

公
共
的
施
設
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
現
行
の
も
の
を

引
き
継
ぐ
も
の
と
し
、
そ
の
統
合
整
備
を
行
う
に
あ
た
っ
て

は
、
市
民
生
活
に
急
激
な
変
化
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
利
便
性

に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
、

効
率
的
・
計
画
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
を
基
本
と
し
、
新
た

な
公
共
的
施
設
に
つ
い
て
も
、
事
業
効
果
や
必
要
性
を
十
分

検
討
し
、
真
に
必
要
な
施
設
の
整
備
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
住
民
に
身
近
な
行
政
拠
点
と
し
て
総
合
行
政

セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
を
設
置
し
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や

地
域
住
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
と
地
域
の
活
性
化
に
努
め
ま
す
。

さ
ら
に
、
小
学
校
区
単
位
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
配

置
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
今
後
、
市
民
ニ
ー
ズ
や
地
域
の

事
情
等
を
勘
案
し
、
そ
の
整
備
を
図
り
ま
す
。

総
人
口
の
見
通
し
は

４
１
１
、０
０
０
人

世
帯
数
の
見
通
し
は

１
８
１
、０
０
０
世
帯

就
業
人
口
の
見
通
し
は

２
０
２
、０
０
０
人
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財
政
計
画

財
政
計
画
は
、
新
市
建
設
計
画
に
定
め
ら
れ
た
施
策
を
実

施
し
て
い
く
た
め
の
財
政
的
裏
付
け
と
し
て
、
普
通
会
計
ベ

ー
ス
で
作
成
し
た
も
の
で
す
。

作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
現
行
制
度
を
も
と
に
、
合
併
協
議

会
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
調
整
方
針
を
踏
ま
え
、
過
去
の
実

績
、
今
後
の
経
済
見
通
し
な
ど
を
考
慮
し
、
新
市
と
し
て
健

全
な
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
を
基
本
に
、
合
併
に
伴
う
ス
ケ

ー
ル
メ
リ
ッ
ト
に
よ
る
経
費
の
節
減
や
、
国
・
県
の
財
政
支

援
な
ど
を
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。

■歳入 単位：億円

■歳出 単位：億円

※端数処理のため計があわない箇所があります。
※この計画は普通会計ベースで推計しており、企業会計（上下水道事業、病院事業）、及び一部の特別会計（農業集落排水事業等）は財政計画の対象では
ありません。

歳 出

人件費

合併後の退職者補充の抑制によ
る職員数の削減や、合併による
特別職等の減員による人件費削
減効果を見込んでいます。

公債費

構成市町村の既借入債の償還予
定額に、新市建設計画の実施に
伴う合併特例債等の償還見込額
を加えて見込んでいます。

投資的経費

新市建設計画の主要事業、及び
その他の普通建設事業費を見込
んでいます。

その他

過去の実績をもとに、今後の人
口予測を踏まえて推計していま
す。

歳 入

地方税
現行制度を基本に今後の人口予測を踏まえて推計してい
ます。また、調整方針に基づく税率変更等による影響額
を見込んでいます。

地方交付税
現行制度に基づき、普通交付税における算定の特例（合
併算定替）を用いて推計しています。また、合併特例債の
元利償還金に係る交付税措置などの財政支援措置や、三
位一体の改革による平成１６年度影響額を見込んでいます。

国・県支出金
過去の実績を踏まえて推計した上で、合併市町村補助金
などの財政支援措置を加えています。また、三位一体の
改革による平成１６年度影響額を見込んでいます。

地方債
通常の建設事業に伴う発行分に、新市建設計画の実施に
伴う合併特例債の発行分を加えて見込んでいます。

その他
過去の実績の推移を踏まえ、調整方針に基づく影響額を
見込んでいます。

１０年間
の合計

１０，４１７

６，４５３

２，８９８

１，６７９

１，７２２

２，１８１

１６，００４

平成２２年 度 ～ 平 成２６年 度

累計

５，２１７

３，２１５

１，４７０

８２０

８４１

１，０８７

７，９６９

２６

１，０４２

６４０

２９６

１６４

１６８

２１７

１，５９３

２５

１，０４４

６４１

２９６

１６４

１６８

２１７

１，５９４

２４

１，０４７

６４３

２９７

１６４

１６８

２１７

１，５９７

２３

１，０４６

６４５

２９５

１６４

１６８

２１７

１，５９７

２２

１，０３８

６４６

２８５

１６４

１６８

２１７

１，５８８

平成１７年 度 ～ 平 成２１年 度

累計

５，２０１

３，２３８

１，４２９

８５９

８８１

１，０９５

８，０３５

２１

１，０４１

６４５

２８９

１６４

１６８

２１８

１，５９１

２０

１，０３７

６４５

２８６

１６４

１６８

２１９

１，５８８

１９

１，０４０

６４５

２８８

１７０

１６８

２１９

１，５９７

１８

１，０４２

６４５

２９０

１７６

１６８

２１９

１，６０５

１７

１，０４１

６５７

２７７

１８５

２０８

２２０

１，６５４

一般財源

うち地方税

うち地方交付税

国・県支出金

地方債

その他

歳入合計

１０年間
の合計

６，６３５

２，９６５

２，１９６

３，３０６

６，０６３

１６，００４

平成２２年 度 ～ 平 成２６年 度

累計

３，３２３

１，４３９

１，１１０

１，６６５

２，９８１

７，９６９

２６

６５７

２７７

２１９

３４０

５９６

１，５９３

２５

６６５

２８６

２２１

３３３

５９６

１，５９４

２４

６６９

２８９

２２６

３３２

５９６

１，５９７

２３

６７１

２９６

２２３

３３０

５９６

１，５９７

２２

６６２

２９１

２２２

３３１

５９６

１，５８８

平成１７年 度 ～ 平 成２１年 度

累計

３，３１２

１，５２５

１，０８５

１，６４０

３，０８２

８，０３５

２１

６６６

３００

２２０

３２４

６０２

１，５９１

２０

６６３

３０４

２１６

３２３

６０２

１，５８８

１９

６７２

３１４

２１８

３１７

６０８

１，５９７

１８

６６７

３０７

２２３

３３０

６０９

１，６０５

１７

６４４

３０１

２０８

３４７

６６２

１，６５４

義務的経費

うち人件費

うち公債費

投資的経費

その他

歳出合計

富山地域合併協議会だより
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市町村合併講演会 報告

●開催日時 平成１６年６月１２日（土）１４時～１５時３０分

●開催場所 富山第一ホテル ３階「飛鳥の間」

●参加人数 約２００人

●内 容 演題 『地方分権の推進と市町村合併』

講師 望月 達史氏

（総務省自治行政局

合併推進課長）

【講演の概要】
①全国で６２％の市町村が法定

協議会に参加しており、

全部合併すると市町村数は

１，７４０前後になる。

②日本の総人口が減少する以上に生産年齢人口が減少

している。税収が減少し、高齢者福祉などの仕事が

質、量ともに増えており、市町村の垣根を取り払い、

お互いの知恵や財源、権限を使い合って有効に仕事

を進める必要がある。

③分権時代には、現体制で、「住民サービスに十分に

応えられるのか」常に問い直す必要がある。

④合併特例債は、既存の継続的な事業で、一体性の確

保や格差是正に役立つ事業に充て、財政の健全化と

事業の進捗を図るという使い方もある。

⑤身近な役所が責任を持って、権限を持って、仕事を

することが、方向的にはあるべき姿である。そうい

う意味では、「中核市はその姿に一歩近づく」とい

う視点からも議論を深めていただきたい。

■質疑応答
Q．財政問題を解決するためだけの市町村合併であっ

ては困る。税源移譲も含めて、制度に見合った財源

を移譲していただきたい。また、今後、地方交付税

の段階補正の見直しはどうなっていくのか。

A．国も地方も一緒に汗を流していこうというのが骨

太の方針。財政問題も大きな問題ではあるが、地方

分権や少子高齢化へ対応する市町村の体制づくりと

いう観点で市町村合併を推進している。段階補正の

縮小は、ゼロには出来ないが、引き続き取り組んで

いく。小規模市町村の問題では、一部のサービス以

外は県に事務処理を義務付ける特例的団体制度導入

の検討も将来の課題である。市町村合併の最後の結

論は地元の判断である。

Q．合併に際して、職員の人件費の割合が高くなった

場合に指導は行っているか。

A．それぞれの合併協議会の中で、職員数の計画的な

削減等を検討されていると思う。

Q．全国で合併議論をされているが、多くの借金を抱

えている国が、本当に合併特例債の裏打ちができる

のか。

A．毎年の地方財政計画の中で合併特例債を配慮した

財政措置を考えていく。既に法律で決まっている問

題であるので、きちんと守って、国と地方の信頼関

係を崩さないよう努める。

協議会や策定委員会の会議内容は、協議会ホームページで紹介しています。

会議資料等を希望される方は、事務局までお気軽にお問い合わせください。
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